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北九州市公告第８００号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

り道路を指定したので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）

第１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和４年１１月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第５号の道路 

２ 指定年月日及び指定番号 

  令和４年１１月２２日 第７５５２０８号 

３ 道路の位置、延長及び幅員 

位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

北九州市小倉南区蒲生三丁目４

９５番１ 
２４．７３ ６．０２
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北九州市公告第８０１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和４年１１月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 
開発行為者 

北九州市八幡西区上上津役二丁目７

６８番１及び７６８番３ 

北九州市八幡西区割子川二丁目１

７番２号 

中野祥平 

北九州市小倉南区葛原四丁目３６２

番１２、３６２番３１から３６２番

３７まで及び３６２番３９から３６

２番４９まで 

北九州市小倉南区西水町１２番５

号 

株式会社 スペース．Ｅ 

代表取締役 江口芳文 
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勤務時間等の特例に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和４年１１月２２日 

北九州市教育委員会 

教育長 田 島 裕 美   

北九州市教育委員会規則第１１号 

勤務時間等の特例に関する規則等の一部を改正する規則 

（勤務時間等の特例に関する規則の一部改正） 

第１条 勤務時間等の特例に関する規則（平成３年北九州市教育委員会規則第

７号）の一部を次のように改正する。 

  別表の注書第４項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改める。 

（北九州市優れた教育活動等を実践している教職員等の表彰に関する規則の

一部改正） 

第２条 北九州市優れた教育活動等を実践している教職員等の表彰に関する規

則（平成１６年北九州市教育委員会規則第１０号）の一部を次のように改正

する。 

  第１条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給料の調整額に

関する規則の一部改正） 

第３条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給料の調整

額に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第７号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第２項を次のように改める。 

２ 教職員（次項及び次条に掲げる教職員を除く。）の給料の調整額は、調

整基本額に当該教職員に係る別表第１の右欄に掲げる調整数を乗じて得た

額とする。 

  第２条に次の２項を加える。 

３ 次の各号に掲げる教職員の給料の調整額は、調整基本額に当該教職員に

係る別表第１の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める

数を乗じて得た額とする。 

  （１） 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。

）第２２条の４第１項の規定により採用された教職員 北九州市立の小

学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例（平成２８年北九州市条例第６０号。以下「教職員勤務時間等

条例」という。）第２条第４項の規定により定められた当該教職員の勤
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務時間を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して得た数 

  （２） 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号

）第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をしている教職員（同法第

１７条の規定による短時間勤務をすることとなった教職員を含む。）及

び同法第１８条第１項に規定する短時間勤務教職員 教職員勤務時間等

条例第２条第３項又は第５項の規定により定められた当該教職員の勤務

時間を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して得た数 

４ 前２項に規定する調整基本額は、当該教職員に適用される給料表及び職

務の級に応じて別表第２に掲げる額（当該額が給料月額の１００分の４．

５を超えるときは、給料月額の１００分の４．５に相当する額）とする。 

  第３条の次に次の１条を加える。 

（端数計算） 

第４条 第２条第２項及び第３項の規定による給料の調整額並びに同条第４

項に規定する調整基本額に１円未満の端数があるときは、それぞれ当該端

数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。 

  付則を付則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、付

則に次の１項を加える。 

  （教職員給与条例付則第１９項の規定の適用を受ける教職員の給料の調整

額） 

２ 教職員給与条例付則第１９項の規定の適用を受ける教職員に対する第２

条第４項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とある

のは、「掲げる額に１００分の７０を乗じて得た額（当該得た額に１００

円未満の端数を生じたときは、これを１００円に切り上げた額）」とする

。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の管理職手当及び

管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正） 

第４条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の管理職手当

及び管理職員特別勤務手当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規

則第８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条各号列記以外の部分中「に定める額」の次に「（当該額に１円未満

の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）」を加え、同条第１号中「

。以下「育児短時間勤務教職員等」という」を削り、「その者」を「当該教

職員」に、「（以下「算出率」という。）を」を「をそれぞれ」に改め、「

とし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額」を

削り、同条第２号中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８
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条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に、「手当の月額

」を「手当の基準月額」に、「額（同法第２８条の５第１項又は第２８条の

６第２項に規定する短時間勤務の職を占める教職員にあっては」を「額に」

に、「その者」を「当該教職員」に、「数（育児短時間勤務教職員等である

場合にあっては、算出率）を当該額に」を「数を」に改め、「とし、その額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）」を削る。 

  付則に次の１項を加える。 

  （教職員給与条例付則第１９項の規定の適用を受ける教職員の支給額） 

３ 教職員給与条例付則第１９項の規定の適用を受ける教職員に対する第２

条第１号並びに第３条第１項及び第３項の規定の適用については、当分の

間、これらの規定中「に定める額」とあるのは、「に定める額に１００分

の７０を乗じて得た額（当該得た額に１００円未満の端数を生じたときは

、これを１００円に切り上げた額）」とする。 

  別表第２のアの表中 

「 

 手当の月額 

８０，５００円

７６，２００円

７２，０００円

          」 

 「 

手当の基準月額

７２，４００円

６８，５００円

６４，７００円

          」 

改める。 

  別表第２のイの表中 

「 

 手当の月額 

７８，５００円

７４，４００円

７０，２００円

          」 

 「 

を 

に 

を 

6



手当の基準月額

６８，１００円

６４，５００円

６０，９００円

          」 

 改める。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤

勉手当に関する規則の一部改正） 

第５条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及

び勤勉手当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１０号）の

一部を次のように改正する。 

  第２０条第２項第６号中「（その」を「（当該」に、「第２８条の５第１

項若しくは第２８条の６第２項」を「第２２条の４第１項」に、「その者」

を「当該教職員」に改める。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日

、休暇等に関する条例施行規則の一部改正） 

第６条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第

１４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項中「第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項」を「第２

２条の４第１項」に、「再任用短時間勤務教職員」を「定年前再任用短時間

勤務教職員」に改める。 

  第３条第２項、第１４条第１号及び第２号、第１７条第２項並びに第１９

条第１項中「再任用短時間勤務教職員」を「定年前再任用短時間勤務教職員

」に改める。 

第２４条第１項第２号中「育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員

又は任期付短時間勤務職員」を「短時間勤務教職員」に改める。 

付則第１６項並びに別表第４の４の項、８の項、９の項及び１８の項中「

再任用短時間勤務教職員」を「定年前再任用短時間勤務教職員」に改める。 

（北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手

当に関する規則の一部改正） 

第７条 北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期

末手当に関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第４号）の一部を次

のように改正する。 

  第６条第１項及び第９条第１項各号列記以外の部分中「第８条の３」を「

に 
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第８条第１４項」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改める。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第１号会計年度任用職員

の報酬、費用弁償及び期末手当に関する規則の一部改正） 

第８条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第１号会計年度任用

職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する規則（令和２年北九州市教育委

員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項及び第８条第１項各号列記以外の部分中「第１２条」を「第

１０条第１４項」に、「再任用短時間勤務教職員」を「定年前再任用短時間

勤務教職員」に改める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（勤務時間等の特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ 北九州市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４

年北九州市条例第２０号。以下「新定年条例」という。）付則第２３項に規

定する暫定再任用短時間勤務職員（以下「暫定再任用短時間勤務職員」とい

う。）は、新定年条例付則第２１項に規定する定年前再任用短時間勤務職員

とみなして、第１条の規定による改正後の勤務時間等の特例に関する規則の

規定を適用する。 

（北九州市優れた教育活動等を実践している教職員等の表彰に関する規則の

一部改正に伴う経過措置） 

３ 暫定再任用短時間勤務職員又は新定年条例付則第４０項に規定する暫定再

任用短時間勤務教職員（以下「暫定再任用短時間勤務教職員」という。）は

、第２条の規定による改正後の北九州市優れた教育活動等を実践している教

職員等の表彰に関する規則第１条の短時間勤務の職を占める者とみなして、

同条の規定を適用する。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給料の調整額に

関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

４ 新定年条例付則第４０項に規定する暫定再任用教職員（以下「暫定再任用

教職員」という。）（暫定再任用短時間勤務教職員を除く。以下同じ。）は

、第３条の規定による改正後の北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学

校の教職員の給料の調整額に関する規則（以下「新教職員給料調整額規則」

という。）第２条第２項に規定する教職員とみなして、同項の規定を適用す

る。 
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５ 暫定再任用短時間勤務教職員は、新教職員給料調整額規則第２条第３項第

１号に掲げる教職員とみなして、同号の規定を適用する。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の管理職手当及び

管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

６ 暫定再任用教職員は、第４条の規定による改正後の北九州市立の小学校、

中学校及び特別支援学校の教職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当に

関する規則（以下「新教職員管理職手当等規則」という。）第２条第１号の

教職員とみなして、同号の規定を適用する。この場合において、同号中「別

表第１」とあるのは「別表第２」と、「手当の月額」とあるのは「手当の基

準月額」とする。 

７ 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間における、暫定再任用

教職員（職務の級が４級であるものに限る。）に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「別表第２」とあるのは、「付則別表」とする。 

８ 暫定再任用短時間勤務教職員は、新教職員管理職手当等規則第２条第２号

の教職員とみなして、同号の規定を適用する。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤

勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

９ 暫定再任用短時間勤務教職員は、第５条の規定による改正後の北九州市立

の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉手当に関す

る規則第２０条第２項第６号の法２２条の４第１項の規定により採用された

教職員とみなして、同号の規定を適用する。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日

、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

１０ 暫定再任用短時間勤務教職員は、定年前再任用短時間勤務教職員とみな

して、第６条の規定による改正後の北九州市立の小学校、中学校及び特別支

援学校の教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定を適

用する。 

付則別表 

ア 教育職給料表（３） 

職務の級 職 職の分類 手当の基準月額 

４級 特別支援学校の校長 Ⅰ群 ８０，５００円 

  Ⅱ群 ７６，２００円 

  Ⅲ群 ７２，０００円 

備考 「Ⅰ群」、「Ⅱ群」及び「Ⅲ群」とは、教育長が別に定める職の分類

の区分をいう。イの表において同じ。 
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イ 教育職給料表（４） 

職務の級 職 職の分類 手当の基準月額 

４級 小学校又は中学校の Ⅰ群 ７８，５００円 

 校長 Ⅱ群 ７４，４００円 

  Ⅲ群 ７０，２００円 
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 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉

手当に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和４年１１月２２日  

北九州市教育委員会 

教育長 田 島 裕 美 

北九州市教育委員会規則第１２号 

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手 

当及び勤勉手当に関する規則等の一部を改正する規則 

 （北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤

勉手当に関する規則の一部改正） 

第１条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及

び勤勉手当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１０号）の

一部を次のように改正する。 

  第８条第２項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に

次の１号を加える。 

（２） 法第２６条の３第１項に規定する高齢者部分休業の承認を受けた

教職員として在職した期間については、北九州市職員の高齢者部分休業

に関する条例（令和４年北九州市条例第２１号）第３条の規定により給

与を減額された期間の２分の１の期間 

  第２０条第２項中第９号を第１０号とし、第６号から第８号までを１号ず

つ繰り下げ、第５号の次に次の１号を加える。 

（６） 北九州市職員の高齢者部分休業に関する条例第３条の規定により

給与を減額された期間 

第２０条第３項を削り、同条第４項各号列記以外の部分中「第２項」を「

前項」に改め、同項を第３項とする。 

第２１条第２項ただし書中「同条第４項」を「同条第３項」に改める。 

 （北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の退職手当に関す

る条例施行規則の一部改正） 

第２条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の退職手当に

関する条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１２号）の一部

を次のように改正する。 

  第６条に次の１項を加える。 

３ 退職した者の基礎在職期間に地方公務員法第２６条の３第１項に規定す

る高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった時間のある月（以下「部

分休業月」という。）が含まれる場合における教職員退職手当条例第４条
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第１項に規定する退職手当の調整額の計算については、次の各号に掲げる

部分休業月の区分に応じ、当該各号に定める部分休業月をその者の基礎在

職期間から除くものとする。 

（１） 退職した者が属していた教職員の区分が同一の部分休業月がある

部分休業月 教職員の区分が同一の部分休業月ごとにそれぞれその最初

の部分休業月から順次に数えてその者が当該高齢者部分休業の承認を受

けて勤務しなかった時間数を月数に換算した場合の当該月数（当該勤務

しなかった時間数を日数に換算した場合の当該日数（当該勤務しなかっ

た時間数を北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤

務時間、休日、休暇等に関する条例（平成２８年北九州市条例第６０号

）第５条第１項に規定する勤務時間の割振りによる１日の勤務時間で除

して得た日数をいう。）を３０で除して得た月数をいう。）の２分の１

に相当する数（当該相当する数に１未満の端数があるときは、これを切

り上げた数）になるまでにある部分休業月 

（２） 退職した者が属していた教職員の区分が同一の部分休業月がない

部分休業月 当該部分休業月 

 （北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日

、休暇等に関する条例施行規則の一部改正） 

第３条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第

１４号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項ただし書中「勤務時間」の次に「（地方公務員法第２６条の

３第１項に規定する高齢者部分休業の承認（以下「高齢者部分休業の承認」

という。）を受けた教職員（以下「高齢者部分休業教職員」という。）にあ

っては、勤務時間から高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じ

た時間。以下「勤務時間等」という。）」を加える。 

  第１３条第２項本文中「前項」を「前項本文」に、「短時間勤務教職員」

を「高齢者部分休業教職員及び短時間勤務教職員」に改め、同項各号中「（

短時間勤務教職員」を「（高齢者部分休業教職員及び短時間勤務教職員」に

、「の勤務時間」を「の勤務時間等」に改め、同条第６項中「勤務時間」を

「勤務時間等」に改め、同条第１０項中「短時間勤務教職員」を「高齢者部

分休業教職員及び短時間勤務教職員」に改める。 

  第１４条本文及び各号中「勤務時間」を「勤務時間等」に改める。 

  第１７条第２項中「６０日（」及び「５日の」の次に「高齢者部分休業教

職員、」を加え、「条例第２条第４項又は第５項の規定により定められたそ
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の者の勤務時間を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して得た

数」を「、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める率」に

改め、同項に次の各号を加える。 

（１） 高齢者部分休業教職員（育児短時間勤務教職員等である者を除く

。）、定年前再任用短時間勤務教職員又は任期付短時間勤務教職員 条

例第２条各項（第３項を除く。）の規定により定められたその者の勤務

時間等を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して得た率 

（２） 高齢者部分休業教職員（育児短時間勤務教職員等である者に限る

。） 条例第２条第３項の規定により定められたその者の勤務時間等を

同項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た率 

  第１９条第１項中「３０日（」及び「５日の」の次に「高齢者部分休業教

職員、」を加え、「条例第２条第４項又は第５項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して得た

数」を「第１７条第２項各号に定める率」に改める。 

  別表第１の備考各号列記以外の部分中「短時間勤務教職員」を「高齢者部

分休業教職員及び短時間勤務教職員」に改め、同表の備考第２号中「勤務時

間」を「勤務時間等」に改める。 

  別表第４の４の項中「５日（」及び「５日の」の次に「高齢者部分休業教

職員、」を加え、「条例第２条第４項又は第５項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して得た

数」を「第１７条第２項各号に定める率」に改め、同表の８の項中「３日（

」の次に「高齢者部分休業教職員、」を加え、「条例第２条第４項又は第５

項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項の規定により定め

られた勤務時間で除して得た数」を「第１７条第２項各号に定める率」に改

め、同表の９の項中「５日（」の次に「高齢者部分休業教職員、」を加え、

「条例第２条第４項又は第５項の規定により定められたその者の勤務時間を

同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して得た数」を「第１７条

第２項各号に定める率」に改め、同表の１８の項中「６日（」の次に「高齢

者部分休業教職員、」を加え、「条例第２条第４項又は第５項の規定により

定められたその者の勤務時間を同条第１項の規定により定められた勤務時間

で除して得た数」を「第１７条第２項各号に定める率」に改める。 

   付 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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